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沖縄県試験研究評価会議開催要領

（主 旨）

第１条 県立試験研究機関(以下｢研究機関｣という。)が実施する研究課題及び研究事業

体系等について、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づく産業振興のための基本施策の

推進にあたり、新たな産業の創出や産業の高度化、強くしなやかな自立型経済の構築

などに資する試験研究を効率的・効果的に実施するため、沖縄県試験研究評価会議(以

下｢評価会議｣という。)を開催する。

（評価事項）

第２条 評価会議は、次の事項について評価を行う。

(1) 研究機関が実施する研究課題、研究事業体系及び研究推進の方向性に関すること

(2) 重点研究課題及びプロジェクトチーム課題の各候補を評価し、課題を決定すること

(3) その他試験研究の効率的・効果的な推進に必要な事項に関すること

（評価対象研究機関）

第３条 評価の対象は、次の研究機関とする。

(1) 農業研究センター(本所、名護支所、宮古島支所、石垣支所)
(2) 畜産研究センター
(3) 森林資源研究センター
(4) 水産海洋技術センター(本所、石垣支所)
(5) 海洋深層水研究所

(6) 工業技術センター

（会議）

第４条 評価会議は、企画振興統括監が招集し、これを主宰する。

２ 企画振興統括監が欠けたとき、又は事故あるときは、企画振興統括監のあらかじめ

指定する者がその職務を代理する。

３ 構成員は、別表１に定める職にある者とする。

４ 構成員は、都合により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができ

る。

５ 評価会議は、第２条に掲げる事項のうち、研究事業体系及び研究推進の方向性等に

ついて、総合的な評価を行う。

６ 主宰者は必要があると認めるときは、評価会議に別表１に定める職にある者以外の

者の出席を求めることができる。

７ 評価会議出席者は、当該会議で知り得た情報について、外部に漏らしてはならない。

（会議の庶務）

第５条 評価会議の庶務は、科学技術振興課が行う。

（補 則）

第６条 この要領に定めるもののほか、評価会議の運営に関し必要な事項は、科学技術振興課

長が別に定める。
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附 則

この要領は、平成１５年１０月１５日から施行する。

附 則

この要領は、平成１６年９月７日から施行する。

附 則

この要領は、平成１７年７月２６日から施行する。

附 則

この要領は、平成１８年４月１８日から施行する。

附 則

この要領は、平成１９年４月１０日から施行する。

附 則

この要領は、平成２１年６月２日から施行する。

附 則

この要領は、平成２２年６月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２３年４月１８日から施行する。

附 則

この要領は、平成２４年５月２１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年５月３１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２６年７月４日から施行する。

附 則

この要領は、平成２７年６月８日から施行する。

附 則

この要領は、平成２８年８月１２日から施行する。

附 則

この要領は、平成２９年８月２８日から施行する。

附 則

この要領は、平成３０年８月６日から施行する。
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別表１（第４条関係）

財 政 統 括 監

環境企画統括監

保健衛生統括監

農政企画統括監

産業雇用統括監



沖縄県農林水産部試験研究評価会議開催要領

（主 旨）

第１条 県立試験研究機関(以下｢研究機関｣という。)が実施する研究課題及び研究事業体

系等について、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づく産業振興のための基本施策の推進

にあたり、新たな産業の創出や産業の高度化、強くしなやかな自立型経済の構築などに

資する試験研究を効率的・効果的に実施するため、有識者等関係者が評価を行う沖縄県

農林水産部試験研究評価会議(以下｢評価会議｣という。)を開催する。

（評価事項）

第２条 評価会議は、次に揚げる事項について評価を行う。

(1) 研究機関が実施する研究課題、研究事業体系及び研究推進の方向性に関すること

(2) その他試験研究の効率的・効果的な推進に必要な事項に関すること

（評価対象機関）

第３条 評価の対象は、以下の機関とする。

(1) 農業研究センター(本所、名護支所、宮古島支所、石垣支所)

(2) 畜産研究センター

(3) 森林資源研究センター

(4) 水産海洋技術センター(本所、石垣支所)

(5) 海洋深層水研究所

(6) 家畜衛生試験場

(7) 栽培業業センター

（会 議）

第４条 評価会議は、以下の会議をもって構成する。

(1) 評価会議個別評価部会(以下｢個別評価部会｣という。)

(2) 評価会議機関評価会議（以下「機関評価会議」という。）

（個別評価部会）

第５条 個別評価部会は、別表に定める庶務を行う研究機関の長が招集し、これを主宰す

る。

２ 別表に定める庶務を行う研究機関の長が欠けたとき、又は事故あるときは、当該者の

職務代理者を置くことができる。

３ 構成員は、別表に定める外部専門家、（関係機関の長を加えることができる）とする。

外部専門家は３名程度とし、産学官の有識者のうちから各個別評価部会の庶務を行う所

属長が依頼する。ただし、所属長は、外部専門家を依頼しようとするときは、あらかじ

め、農林水産総務課長と協議するものとする。

４ 個別評価部会は、第２条に掲げる事項の研究課題のうち、県単独予算及び沖縄振興特別

推進交付金の課題について、個別的な評価を行う。

５ 他部局研究機関の県単独予算及び沖縄振興特別推進交付金の課題について、主宰者が必要

と認めるときは、個別的な評価を行うことができる。



６ 主宰者は必要があると認めるときは、個別評価部会に構成員以外の者の出席を求める

ことができる。

７ 個別評価部会出席者は、当該会議で知り得た情報について、外部に漏らしてはならな

い。

（機関評価会議）

第６条 機関評価会議は、第３条に定める評価対象研究機関の長が召集し、これを主宰する。

２ 会議の開催及び運営方法については、主宰者に一任する。

（会議の庶務）

第７条 個別評価部会の庶務は、別表に定める研究機関が行う。

２ 機関評価会議の庶務は、第３条に定める研究機関が行う。

（補 則）

第８条 この要領に定めるもののほか、評価会議の運営に関し必要な事項は、農林水産総務課

長が別に定める。

附 則

この要領は、平成２４年 ６月 ８日から施行する。

この要領は、平成２５年 ６月 ３日から施行する。

この要領は、平成２７年 ７月１７日から施行する。



別表（第５条及び第７条関係）

沖 縄 県 農 林 水 産 部 試 験 研 究 評 価 会 議　個別評価部会

部会名 対　象　分　野 庶　務 構　成　員

栽培･育種

農業経営

土壌･水質保全

病害虫

減農薬･減化学肥料

農業施設の改良･開発

農業機械

バイオテクノロジー

食品・加工・流通

牛

豚

山羊

飼料

牧草育種

家畜衛生

畜産環境対策

バイオテクノロジー

食品・加工・流通

緑化・環境保全

林業・林産業

魚介藻類の養殖

魚病対策

漁業資源･資源管理

海洋環境

※　各試験研究機関は、課題の内容により、該当する個別評価部会に参加する。

外部専門家、（　　〃　　）

水産業
水 産 海 洋
技 術 セ ン タ ー

畜 産 研 究
セ ン タ ー

農 業 研 究
セ ン タ ー

農 業 研 究
セ ン タ ー

野菜・花き

果樹

畜産業

外部専門家、（　　〃　　）

森 林 資 源
研 究 セ ン タ ー

外部専門家、（　　〃　　）

作物

森林・林業

農 業 研 究
セ ン タ ー

外部専門家、（　　〃　　）

外部専門家、（関係機関の長を加えることができ
る）

外部専門家、（　　〃　　）
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沖縄県商工労働部試験研究評価会議開催要領

（主 旨）

第１条 県立試験研究機関(以下｢研究機関｣という。)が実施する研究課題及び研究事業

体系等について、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づく産業振興の推進にあたり、新

たな産業の創出や産業の高度化、県民生活の質の向上などに資する試験研究を効率的

・効果的に実施するため、有識者等関係者が評価を行う沖縄県商工労働部試験研究評

価会議(以下｢評価会議｣という。)を開催する。

（評価事項）

第２条 評価会議は、次に揚げる事項について評価を行う。

(1) 研究機関が実施する研究課題、研究事業体系及び研究推進の方向性に関すること

(2) その他試験研究の効率的・効果的な推進に必要な事項に関すること

（評価対象研究機関）

第３条 評価の対象は、以下の研究機関とする。

(1) 工業技術センター

（会 議）

第４条 評価会議は、以下の会議をもって構成する。

(1) 評価会議個別評価部会(以下｢個別評価部会｣という。)

( ) 評価会議機関評価会議（以下「機関評価会議」という ）2 。

（個別評価部会）

第５条 個別評価部会は、別表１に定める庶務を行う が招集し、これを主宰研究機関の長

する。

２ 別表１に定める庶務を行う が欠けたとき、又は事故あるときは、当該者研究機関の長

の職務代理者を置くことができる。

３ 構成員は、別表１に定める外部専門家とする。外部専門家は３名とし、産学官の有

識者のうちから各個別評価部会の庶務を行う所属長が依頼する。ただし、所属長は、

外部専門家を依頼しようとするときは、あらかじめ、 と協議するもものづくり振興課長

のとする。

第２条に掲げる事項の研究課題のうち、県単独予算及び沖縄振興特別４ 個別評価部会は、

について、個別的な評価を行う。推進交付金による課題

５ 主宰者は必要があると認めるときは、個別評価部会に構成員以外の者の出席を求め

ることができる。

６ 個別評価部会出席者は、当該会議で知り得た情報について、外部に漏らしてはなら

ない。

（機関評価会議）

第６条 機関評価会議は、第３条に定める評価対象研究機関の長が召集し、これを主宰する。

２ 会議の開催及び運営方法については、主宰者に一任する。

（会議の庶務）

第７条 個別評価部会の庶務は、別表１に定める研究機関が行う。

２ 機関評価会議の庶務は、第３条に定める研究機関が行う。
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（補 則）

第８条 この要領に定めるもののほか、評価会議の運営に関し必要な事項は、ものづくり振興

課長が別に定める。

附 則

この要領は、平成２４年５月25日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年５月30日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年６月４日から施行する。



別表１　（第５条及び第６条関係）

沖 縄 県 商 工 労 働 部 試 験 研 究 評 価 会 議　個別評価部会

部会名 対　象　分　野 庶　務 構　成　員

食品資源

食品加工

醸造

環境化学　

資源化学

生 産 技 術 工業材料

製造プロセス

工業デザイン

環境技術

エネルギー

外部専門家
工 業 技 術
セ ン タ ー

食品・化学
工 業 技 術
セ ン タ ー

外部専門家



沖縄県衛生環境研究所機関評価会議設置要領 

（目的） 

第１条 「沖縄県試験研究評価システムについて」に基づく試験研究評価、ま

た、沖縄県の保健衛生の向上及び環境保全を図るための効果的な研究を推進す

るため衛生環境研究所機関評価会議（以下「評価会議」という。）を設置する。 

 

（主宰） 

第２条 評価会議は沖縄県衛生環境研究所長が招集し、これを主宰する。 

 

（構成） 

第３条 構成員は衛生環境研究所各班長、県関係課班長、所長が必要と認めた

関係者とする。 

 

（評価対象の範囲） 

第４条 「沖縄県試験研究評価システムについて」第２評価の方法１評価対象

の範囲のもの及び所長が必要と認めた試験研究とする。 

 

（評価の区分） 

第５条 「沖縄県試験研究評価システムについて」第２評価の方法３評価の区

分に基づくものとする。 

 

（評価の内容） 

第６条 「沖縄県試験研究評価システムについて」第２評価の方法４評価の内

容（１）機関評価に基づくものとする。 

 

（評価結果の取扱い） 

第７条 評価結果は、所のホームページにおいて公表する。 

 

（事務） 

第８条 「試験研究評価の事務取扱い」に基づく機関評価会議の事務は企画管

理班が行う。 

 

附則 

この要綱は、平成 17 年度において行われる事業から適用する。 

この要綱は、平成 19 年 4 月１日から適用する。 

この要綱は、平成 22 年 12 月１日から適用する。 

この要綱は、平成 27 年 8 月 1 日から適用する。 


